
全建労発第 102 号     

平成 29 年 3 月 24 日 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長 近 藤 晴 貞 

〔公 印 省 略〕 

 

 

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、平成 29年 3月 16日に建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法

律が施行され、今後、政府において、同法第 8条の規定に基づき、建設工事従事者の安

全及び健康の確保の推進に関する基本計画を策定し、関連施策を推進していくこととさ

れています。 

つきましては、貴協会会員の皆様に対し、法の施行について周知いただきますととも

に、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に向けた取組にご協力いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

担当：労働部 又木 
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